
区分

県別 労務費の基準値
「建設労働者の雇⽤に伴い必要な経費」

を含めた参考値
労務費の基準値

「建設労働者の雇⽤に伴い必要な経費」
を含めた参考値

北海道 17,500（円／⽇） 24,675（円／⽇） 14,600（円／⽇） 20,586（円／⽇）
⻘森県 16,300（円／⽇） 22,983（円／⽇） 14,100（円／⽇） 19,881（円／⽇）
岩⼿県 17,200（円／⽇） 24,252（円／⽇） 14,600（円／⽇） 20,586（円／⽇）
宮城県 18,700（円／⽇） 26,367（円／⽇） 15,700（円／⽇） 22,137（円／⽇）
秋⽥県 16,500（円／⽇） 23,265（円／⽇） 14,000（円／⽇） 19,740（円／⽇）
⼭形県 18,800（円／⽇） 26,508（円／⽇） 15,800（円／⽇） 22,278（円／⽇）
福島県 18,900（円／⽇） 26,649（円／⽇） 15,800（円／⽇） 22,278（円／⽇）
東京都 20,200（円／⽇） 28,482（円／⽇） 17,600（円／⽇） 24,816（円／⽇）
茨城県 18,800（円／⽇） 26,508（円／⽇） 17,200（円／⽇） 24,252（円／⽇）
栃⽊県 18,700（円／⽇） 26,367（円／⽇） 16,200（円／⽇） 22,842（円／⽇）
群⾺県 17,600（円／⽇） 24,816（円／⽇） 15,600（円／⽇） 21,996（円／⽇）
埼⽟県 18,700（円／⽇） 26,367（円／⽇） 16,700（円／⽇） 23,547（円／⽇）
千葉県 19,300（円／⽇） 27,213（円／⽇） 16,900（円／⽇） 23,829（円／⽇）

神奈川県 19,900（円／⽇） 28,059（円／⽇） 17,500（円／⽇） 24,675（円／⽇）
新潟県 18,300（円／⽇） 25,803（円／⽇） 16,300（円／⽇） 22,983（円／⽇）
⼭梨県 18,200（円／⽇） 25,662（円／⽇） 16,100（円／⽇） 22,701（円／⽇）
⻑野県 16,700（円／⽇） 23,547（円／⽇） 14,200（円／⽇） 20,022（円／⽇）
静岡県 20,200（円／⽇） 28,482（円／⽇） 16,700（円／⽇） 23,547（円／⽇）
富⼭県 18,200（円／⽇） 25,662（円／⽇） 17,000（円／⽇） 23,970（円／⽇）
⽯川県 19,000（円／⽇） 26,790（円／⽇） 16,900（円／⽇） 23,829（円／⽇）
福井県 18,200（円／⽇） 25,662（円／⽇） 15,800（円／⽇） 22,278（円／⽇）
岐⾩県 19,600（円／⽇） 27,636（円／⽇） 16,900（円／⽇） 23,829（円／⽇）
愛知県 20,900（円／⽇） 29,469（円／⽇） 17,200（円／⽇） 24,252（円／⽇）
三重県 19,700（円／⽇） 27,777（円／⽇） 16,300（円／⽇） 22,983（円／⽇）
滋賀県 17,500（円／⽇） 24,675（円／⽇） 14,700（円／⽇） 20,727（円／⽇）
京都府 17,600（円／⽇） 24,816（円／⽇） 14,200（円／⽇） 20,022（円／⽇）
⼤阪府 17,400（円／⽇） 24,534（円／⽇） 15,000（円／⽇） 21,150（円／⽇）
兵庫県 17,800（円／⽇） 25,098（円／⽇） 14,700（円／⽇） 20,727（円／⽇）
奈良県 17,900（円／⽇） 25,239（円／⽇） 14,900（円／⽇） 21,009（円／⽇）

和歌⼭県 17,300（円／⽇） 24,393（円／⽇） 14,700（円／⽇） 20,727（円／⽇）
⿃取県 17,800（円／⽇） 25,098（円／⽇） 14,300（円／⽇） 20,163（円／⽇）
島根県 17,800（円／⽇） 25,098（円／⽇） 15,200（円／⽇） 21,432（円／⽇）
岡⼭県 18,500（円／⽇） 26,085（円／⽇） 16,100（円／⽇） 22,701（円／⽇）
広島県 18,500（円／⽇） 26,085（円／⽇） 15,700（円／⽇） 22,137（円／⽇）
⼭⼝県 18,000（円／⽇） 25,380（円／⽇） 15,100（円／⽇） 21,291（円／⽇）
徳島県 16,700（円／⽇） 23,547（円／⽇） 15,000（円／⽇） 21,150（円／⽇）
⾹川県 16,800（円／⽇） 23,688（円／⽇） 15,100（円／⽇） 21,291（円／⽇）
愛媛県 16,000（円／⽇） 22,560（円／⽇） 13,600（円／⽇） 19,176（円／⽇）
⾼知県 15,100（円／⽇） 21,291（円／⽇） 12,800（円／⽇） 18,048（円／⽇）
福岡県 16,600（円／⽇） 23,406（円／⽇） 14,900（円／⽇） 21,009（円／⽇）
佐賀県 16,500（円／⽇） 23,265（円／⽇） 14,600（円／⽇） 20,586（円／⽇）
⻑崎県 16,700（円／⽇） 23,547（円／⽇） 15,600（円／⽇） 21,996（円／⽇）
熊本県 16,200（円／⽇） 22,842（円／⽇） 14,200（円／⽇） 20,022（円／⽇）
⼤分県 16,400（円／⽇） 23,124（円／⽇） 13,400（円／⽇） 18,894（円／⽇）
宮崎県 16,400（円／⽇） 13,124（円／⽇） 13,000（円／⽇） 18,330（円／⽇）

⿅児島県 17,500（円／⽇） 24,675（円／⽇） 15,000（円／⽇） 21,150（円／⽇）
沖縄県 15,300（円／⽇） 21,573（円／⽇） 13,000（円／⽇） 18,330（円／⽇）

交通誘導警備員A 交通誘導警備員B

【条件】
 ・条件は以下の通り。
 ○職種:交通誘導警備員A
  職種「交通誘導警備員A」とは、警備業者の警備員（警備業法第2条第4項に規定する警備員をいう。）で、交通誘導警備業務（警備員等の検定等に関する規則第1条第4号
  に規定する交通誘導警備業務をいう。）に従事する交 通誘導警備業務に係る⼀級検定合格警備員⼜は⼆級検定合格警備員で、以下の現場で従事するもの。
   ①⾼速⾃動⾞国道（⾼速⾃動⾞国道法（昭和三⼗⼆年法律第七⼗九号）第四条第⼀項に規定する⾼速⾃動⾞国道をいう。）⼜は⾃動⾞専⽤道路（道路法（昭和⼆⼗七年
    法律第百⼋⼗号）第四⼗⼋条の四に規定する⾃ 動⾞専⽤道路をいう。）において⾏うもの。
   ②道路⼜は交通の状況により、都道府県公安委員会（以下「公安委員会」という。）が道路における危険を防⽌するため必要と認めるもの。
 ○職種:交通誘導警備員B
  職種「交通誘導警備員B」とは、警備業者の警備員で、交通誘導警備員Ａ以外の交通の誘導に従事するもの。

【留意点】
 ・交通誘導警備員及び建設機械の誘導員等の交通管理を⾏う場合の警備員の⽇当たりの労務費である。
 ・１⼈・⽇当たりの単価である。
 ・主な作業内容としては、上記条件における交通誘導警備を想定しているが、特殊な気象条件や現場制約がある場合には、現場毎で考慮し、適切な補正を⾏う必要がある。
 ・本基準は所定労働時間内８時間当たりの単価であり、時間外、休⽇及び深夜の労働についての割増賃⾦は含まないことから、作業時間帯等に応じた適切な補正を⾏う必要
  がある。
 ・⾼度な技能を要する場合は、現場毎に考慮し、適切な補正を⾏う必要がある（例えば、供⽤中の⾼速道路上をはじめ、危険度が⾼い現場や交通量が多い現場等）。
 ・「建設労働者の雇⽤に伴い必要な経費」を含めた参考値とは、労務費の基準値の41％（令和7年2⽉14⽇報道発表資料「建設労働者等の雇⽤に伴う必要経費を含む⾦額の参
  考公表」による。）を加算した⾦額（参考値）である。
 ・「建設労働者の雇⽤に伴い必要な経費」とは、建設労働者の雇⽤に伴って必要となる、法定福利費（事業主負担分）、労務管理費、安全管理費、宿舎費等であり、これら
  の費⽤は労務費の基準値には含まれていない。
 ・「建設労働者の雇⽤に伴い必要な経費」は全国調査をもとに試算した参考値であり、⼯種、⼯事規模等の条件により変動する。また、遠隔地からの労働者の流⼊を想定し
  たものではない。

建設⼯事における交通誘導警備員の基準値


